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実りの秋を迎え秋晴れの心地よい季節となりました。さて、広島市三和地域

包括支援センターでは、10/1 よりセンター長が西廣より伊藤へ、また、新

たに福本が加わり5名の職員で運営しております。

これまでと同様、保健・福祉など様々な面から職

員の専門性を生かし住み慣れた地域での暮らしを

お手伝いさせていただきます。よろしくお願いい

たします。   
                       【左から、山城屋（主任介護支援専門員）・福本（介護支援専門員） 
                                          青木（社会福祉士）・村谷（看護師）・伊藤（センター長）】 

  

 

 

 

 

 

      高齢者が能力を発揮し、社会の活力を支える存在として、いきいきと

活動し健康に暮らせる環境づくりの促進  

 

 社会の活力を支える存在としていきいきとした 

       セカンドライフを送るための環境づくりの促進 

⇒裏面に続く 



 必要性 

●高齢者が援護を必要とする高齢者を支援するなど様々な分野で自らの役割を見

出し、その能力を発揮して活躍していくことは、高齢者の自己実現のためだけで

なく、社会の活力の維持向上のためにも重要です。 

●市民のボランティア・市民活動等を促進することや、高齢者同士や他世代との

交流を深めることが重要です。 

 

具体的な施策 

1 多様な活動の促進           

(1) 地域を支える活動の促進 

民生委員や老人クラブ、町内会・自治会等の各種団体の活動や地域を支える活動を

促進するため、活動の担い手の育成や情報提供などを行います。 

(2) 生涯学習、文化・スポーツ活動の振興 

生涯学習、文化・スポーツ活動の振興を通じて、高齢者が生                      

きがいを感じ、自己実現につながる活動を促進します。 

(3) 老人福祉センター等の設置・運営 

地域における高齢者の自主的な活動の拠点として、老人福祉                    

センター等を設置・運営します。 

2 就業の促進 

高齢者がこれまで培った知識や経験を活かし、希望する勤務時間や働きたい職場環境

などの多様なニーズに応じた就業を促進します。 

3 外出支援と交流の促進 

高齢者の多様な活動を促進するため、外出支援を行うとともに交流を促進します。 

4 高齢者への理解の促進 

9 月の老人保健福祉月間に高齢者の長寿を祝うことなどにより、市民の高齢者への 

理解を促進します。 

 

                                     


